
※社協の一部事業を抜粋しています。その他に

も社協会費は地域の福祉に関わる事業を支

える財源になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109条にて位置づけられた地域福祉活動を推進する

会員制の民間団体です。 

『市民一人ひとりの個性や考えが尊重され幸せに暮らしていけるように、住民の皆さんが協

力し、助け合いながら「人を支える喜び」「人に支えられる喜び」を住民自ら実感できるまちづ

くりを目指して行けるように取り組んでいます。』 

宜野湾市社会福祉協議会の財源は、主に①県や市からの補助金や受託金

②赤い羽根共同募金配分金③寄付金や社協会員さんからいただいた社協会

費等で賄われています。 

人件費や一部事業（補助事業・受託事業）等を除き、地域福祉を推進するた

めの事業運営を支える財源として、社協会費や寄付金はとても重要になって

います。 

  そこで、ひとりでも多くの市民のみなさんに本会の活動ご理解いただき『社

協会員』いわば、社協のサポーターとして、宜野湾市の福祉を支えていただけ

る仲間の輪を広げていく活動をしています。 

 

社協会費 

（法人運営費） 

各事業を支える研修費、車輌燃料費、

通信機器費、パソコンリース料、 

システム保守料などに 

使われています。 

 



戸別会員 特別会員 

団体会員 賛助会員 

年額1口：５００円～ 年額1口：５，０００円～ 

年額1口：５，０００円～ 年額1口：５００円～ 

区民を対象に、社協活動に賛同

し協力者となる会員 

企業や個人で、社協活動に賛

同し協力する会員 

福祉関係団体や各種団体で、社

協活動に賛同し協力する会員 
個人で、社協活動に賛同し協力

者となる会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社協会費の納め方は？？ 

〇戸別会費は、各自治会の自治会長や班長の方を通じて会費をい

ただいています。 

〇賛助会員・特別会員・団体会員は、職員が集金または口座振込で

納入していただいています。 

年間を通して事務局でも受付しています。 
 

社協会員証が変わりました！！ 
今年度より、社協会員証を新しくしました♪ 

宜野湾社協の案内役「サンダン君」を中心に、従来の丸型から四角型になっています。 

また、４年間を通して１枚の会員証が活用できるようになっており、２年目以降は 

年度シール（社協より毎年配布）をステッカーの上に貼っていくデザインになっています♪ 

新しくなった会員証も、ぜひよろしくお願いします！！ 

社協会員についてのお問い合わせは、宜野湾社協（０９８－８９２－６５２５）まで(*̂-̂*) 

年度シールを 

貼っていきます♪ 

（４年間活用） 

新☆社協会員証（戸別会員） 

 
新☆社協会員証（特別会員） 

 

社協会員の種類と金額 


